
■過去を作る■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 267 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 
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1. ブログなのにから：過去を作る 

 

今朝、朝食を食べながら横目でテレビを見ていたら、92 歳の現役保育士さんが紹介されていた。 

大川繁子さんは、足利市にある小俣幼児生活団の主任保母さんで、先月出版した『92 歳の現役保育士が伝えたい 

親子で幸せになる子育て』が話題になっているそうだ。 

でも、僕が紹介したいのはこの本のことでなく、テレビで垣間見た彼女の身のこなしや表情だ。 

子どもたちに囲まれて暮らすことは、元気をもらえる一方で、とにかくくたびれることだらけ。 

だが、彼女は至って元気で若々しく、笑顔でこんなことを語っていた。 

「今が一番楽しい。だから楽しい時を長生きしなきゃ損じゃない。若い時散々苦労したんだから。」 

そして僕がたまげたのは次の一言だ。 

「そしておかしなことに、今が幸せだと、昔の苦しかったことや恨み事があったからこそ、今の自分がいると思

えてくる。」 

過去の苦しみや恨み事こそが、今の幸せを生み出している･･･と言わんばかりだ。 

・ 

僕はいつも堂々と、「今の自分の原点は、会社の倒産経験です。」と自分を説明する。 

なのに、頭の片隅では不謹慎というか、おごりの様な違和感を感じていた。 

倒産とは決して良いことではないし、周囲に多大な迷惑をかけたのだから、自慢するなどもってのほかで、むし

ろ恥ずべきことだと思う。 

だが、現在の僕が何事にも疑問を持つ思考法や、何でも試しにやってみる行動パターンは、どう考えてもあの時

から始まった。 

おかげで多くの人から疎まれたり、多くの失敗を繰り返すことになったけど、他方では一部の人たちから喜ばれ、

前例のない新たな実績を作ることができた。 

・ 



だが考えてみると、自分の不謹慎や驕りを感じるのは、疎まれたり失敗する時であり、喜ばれたり成功した時に

は、当時の自分を助けてくれた人たちへの感謝や、喜びを思い出している。 

つまり、過去の良し悪しはその時に決まるのでなく、それを思い出すときの自分が決めている。 

大川さんの言葉は、そういう意味だと僕は思う。 

だとすれば、すべての過去の良し悪しを決めるのは今現在の良し悪しだ。 

これまで僕は、「過ぎ去った過去とは、変えようのない取り返しのつかない現実」だと思い込んでいたが、それは

間違いかもしれない･･･と今日気付いた。 

・ 

ここまで書いた今、「終わり良ければすべて良し」という言葉が頭をよぎった。 

終わりが良いということは、そこに至るすべてのプロセスが良かったということだ。 

だとすれば、「終わりを良くすればするほど、過去が良くなっていく」というのが、大川さんが気付いた「おかし

なこと」だと僕は思う。 

若いころの損を年老いてから取り戻すだけでなく、年老いて楽しむほどそれまでの苦労まで愛おしくなる。 

「過去は自分で作るもの」それが今日、僕の気づいたことだった。 

 

NHK ニッポンぶらり鉄道旅「いまが青春を探して JR 両毛線」（2020/6/6 再放送）より 

 

http://nanoni.co.jp/20200606/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. LR ブログから：相続の辞め方 

 

自分で購入した不動産なら、寄付してもほとんど税金がかからないことは、あまり知られていない。 

その理由は簡単で、せっかく苦労して購入した不動産を、他人に寄付するような奇特な人はいないから。 

だが、もしもその寄付する相手の法人が自分自身だったらどうだろう。 

土地や建物を非営利法人の所有にすることで、相続せず世代を超えていつまでも活用し続けるのが僕の本業だ。 

これまでは、主に先祖から引き継いだ土地をこれ以上分割せず、活用したいと願う方の相談に乗ってきた。 

でも今日は、苦労してローンを払い終わった土地や建物の永続化についてお話ししたい。 

・ 

不動産の寄付とは、個人や非営利団体に無償で譲渡することだ。 

例えば 1 億円の土地を株式会社に無償で譲渡すれば、会社側には 1 億円の売り上げが発生して法人税が課税され

るが、これが非営利法人であれば寄付収入となり課税されない。 

ところが、そもそもその土地の所有者が相続など無償で取得した場合は、市価から取得費用(実費ないし 5%)を差

し引いた所得があったものとみなされて、譲渡所得税（10 年以上保有していれば 20%）が課税される。 

無償で寄付するのに課税されるなんて、全く理不尽な税金だが、最大税率 55%の相続税より少額ならば、十分検

討の価値はある。 

だが、今日お話ししたい「土地代を払って購入した人」にとって見れば、譲渡所得税などほとんど関係ない。 

むしろ、多くの場合購入時より値下がりしているかも知れないのに、相続税は容赦なく課税されることになる。 

・ 

僕は決して税逃れの提案をしているわけではなく、相続そのものを辞め、キチンと財産を継承しようと言ってい

る。 



特に土地は永久に減ることのない「地球の一部」だ。 

確かにこの方法は、これまで多くの資産家たちが使った税逃れの王道テクニックだったので、一昨年の法改正で、

厳しく取り締まられるようになり、非営利法人に対して「非営利徹底型法人」となることが求められるようにな

った。 

そのため、多くの資産家たちがこの手法を諦めたと思われるが、これに飛びついたのが僕だった。 

この法規制が取り締まるのは、一族による法人支配や便宜の提供の禁止であって、事業内容については何の縛り

もない。 

・ 

譲渡所得税とは、別名キャピタルゲイン税とも呼ばれ、不動産以外にも株式など価値が変動する資産を対象に、

その値上がり益に対する課税制度だ。 

したがって、常に額面通りの価値しかない「現金」については全く対象外なので、現金寄付も様々活用すること

ができる。 

不動産がうまく活用できなければ、買い替えも可能だし、一部を現金化して建設資金に充ててもいい。 

一方、一族への便宜や利益配当など一切できないが、労働や業務への妥当な対価なら制約は無い。 

事業継承とは、あくまで事業に従事して働くことであり、遊んで暮らす不労所得を得ることはできない。 

だが、仕事でなくお金をもらうだけの後継者が、放蕩三昧で財を食いつぶしていくのは、当然のことだろう。 

本当の財産とは、何もせずに楽に暮らせる金でなく、活用することで新たな利益を生み出す資源のことだと思う。 

・ 

また、一族の独占を防ぐため、同族の役員が１／３を超えてはならないという規定があり、２／３以上は他人の

構成員が必要だ。 

だが、そもそも家族だけに依存する継承は困難であり、永続性を考えれば他人の参加は欠かせない。 

むしろ３家族以上が連携すれば、この条件は簡単にクリアできる。 

さらにいえば、互いが出し合った土地を売却してまとまった土地に買い替えてもよい。 

つまり、複数の土地を一法人で所有することにより、様々なやり取りややりくりが自由に行える。 

・ 

やっとの思いでローンを完済し、ようやく「小さな自分の国づくり」を楽しめる時期が来たのなら、その国を自

分で作った法人に所有させ、続きを次の世代に託したらどうだろう。 

６３歳になった僕の周りには、そんな友達がたくさんいる。 

こういう法人を作るなら必ず呼んで欲しいし、法人の作り方ならいつでも教えに行く。 

そして、あなた自身の小さな国づくりこそが、僕が手伝いたいあなたの起業だ。 

そうだ、相続なんかやめて、僕らの小さなバチカン(国)を作ろう！ 

 

http://land-resource.org/20200605/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い 

しばらく交流は自粛しますが、どこでも駆け付け２ｍ離れて話します。 

凡例 ■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 



   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）06/08 ■◎作業日 10-18 時（自宅） 

   19-21 時△LRA 運営会議（横浜） 

（火）06/09 ■◎作業日 10-21 時（自宅） 

（水）06/10 ■◎作業日 14-21 時（自宅） 

   10-12 時 ▲山梨小菅村見学（山梨） 

   15-17 時 ★Ｋ島君打ち合わせ（笑恵館） 

（木）06/11 ■◎作業日 13-19 時（笑恵館） 

 16-17 時 ■★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

 17-19 時 ■★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）06/12 ■◎作業日 10-15 時（自宅） 

 19-21 時 ■カプラー起業交流会（三茶） 

（土）06/13 ■〇作業日 09-17 時（笑恵館） 

 12-15 時 ■地主の学校_10・まつむら塾（リモート） 

   15-17 時 ★Ｐさん打ち合わせ（笑恵館） 

（日）06/14 ■◎休業日 10-18 時（自宅） 

   14-16 時 ■チャレンジアシストプログラム 2 次審査会（リモート） 

 

■その後の予定 

06/18 10-20 時 ■★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

06/20 10-17 時 ■○地主の学校_01・まつむら塾（笑恵館） 

06/25 17-19 時 ■★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

06/27 10-12 時 ■○地主の学校_02・まつむら塾（笑恵館） 

06/28 10-14 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ５月例会（飯能） 

07/04 10-17 時 ■○地主の学校_03・まつむら塾（笑恵館） 

07/09 16-17 時 ■★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

07/09 17-19 時 ■★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

07/10 19-21 時 ■カプラー起業交流会（三茶） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 



自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


